
令和４年度　第２回　滋賀労働局　公共調達監視委員会　議事概要

開催日及び場所 令和５年２月２１日（火）　ＷＥＢ開催

委員（敬称略）

委 員 長

委 員

委 員

坂 田 雅 夫

齊 藤 秀 樹

堀 田 直 美

審査対象期間 令和４年７月１日から令和４年１２月３１日の期間における契約締結分

公共工事 （競争入札）： １ 件 （下記公工入札1）

公共工事 （随意契約）： ０ 件

物品・役務等 （競争入札）： ８ 件

物品・役務等 （随意契約）： ２ 件 （下記物役随契1,2）

審議案件 １１件

報告案件 ０件

委員からの意見・質問

に対する回答等

特記事項

意見・質問なし。

意見・質問 回答

一者応札となっているが、たまたま予定価格内に収

まったのがこの一者だけだったのか。周知は広く行

き渡っていたのか。

周知は広くしていたが一者応札となった。

どの業者も納車自体が難しい状況とのことであり、入

札１回目は一者も応札がなく、２回目で落札となっ

た。

物役入札３　　R４～８年度官用車賃貸借業務一式（高島出張所）

意見・質問 回答

物役入札１　　R４年度一般定期健康診断・健康管理医業務・ストレスチェック業務委託

意見・質問 回答

物役入札２　　マイナンバーカード受付システム導入に伴う関連機器等の購入

意見・質問なし。

回答意見・質問

抽出案件
（下記物役入札1～8）

低入札価格調査制度について基準を教えてほしい。

低価格であれば必ず全て調査するのか。

工事だけでなく物品役務も同じように調査するの

か。

予定価格が一千万円を超えるものが対象。

低価格調査基準額の算出方法（計算式）に基づき基準

額を算出する。

低価格に該当する場合、過去の公共工事の受注歴、社

会保険・労働保険等の加入状況、積算の内訳、低価格

となっている理由等を確認する。

今回は書面で確認を行い、総合的に契約履行に問題な

しと判断した。

低価格に該当すれば必ず調査する。

物品役務も同様に調査する。

滋賀大学経済学部教授

公認会計士

弁護士

下記のとおり

特になし

公工入札1　　草津公共職業安定所照明器具更新（LED化）工事

※「報告案件」とは、滋賀労働局公共調達審査会で審議された案件につい

て報告を受けたもの。

１１件



物役随契２　雇用保険各種業務用紙の印刷

意見・質問 回答

意見・質問なし。

物役入札８　　バスラッピングを活用した公的職業訓練の周知業務委託

意見・質問 回答

意見・質問なし。

物役入札７　　通話録音装置の購入

意見・質問 回答

意見・質問なし。

物役入札４　　R４～８年度官用車賃貸借業務一式（局及び甲賀所）

意見・質問 回答

意見・質問なし。

物役入札５　　滋賀労働総合庁舎外６庁舎の防火設備及び建築設備法定点検業務委託

意見・質問 回答

意見・質問なし。

物役入札６　　求職者支援訓練の活用促進に係るプロモーション広告業務委託

意見・質問 回答

入札価格に業者によって大きな開きがあるが、理由

はあるのか。

落札した低価格の業者でも履行に問題はなかった

か。

価格に大きな開きはあったが、理由は不明である。

落札した業者の履行に特に問題はなかった。

物役随契１　R４年度地域雇用活性化推進事業

意見・質問 回答

意見・質問なし。


